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【足立区医療的ケア児ネットワーク協議会】会議概要 

会 議 名 令和７年度足立区医療的ケア児ネットワーク協議会 

事 務 局 福祉部 障がい福祉課 

開催年月日 令和８年２月２日（月） 

開 催 時 間 午後６時００分～午後８時００分 

開 催 場 所 足立区役所南館１３階 大会議室Ａ 

出 席 者 別紙委員名簿のとおり 

欠 席 者 別紙委員名簿のとおり 

会 議 次 第  １ 次期障がい福祉関連計画の進捗状況について 

２ 居宅訪問型保育事業（医療的ケア児）について 

３ 区立小学校・区立保育園における医療的ケア児支援について 

４ 足立区重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業の利用状況について 

５ 医療的ケア支援者向け研修について 

６ 学童保育室における医療的ケア児受入れのモデル実施について 

７ 意見交換・情報共有 

テーマ：医療的ケア児の支援と地域の実情 

話題提供 

（１）東京都医療的ケア児支援センター（区部）の業務について 

（２）医療的ケア児の現状と課題 

資 料 １ 次第（座席表） 

２ 医療的ケア児ネットワーク協議会 委員名簿（資料１） 

３ 足立区医療的ケア児ネットワーク協議会設置要綱（資料２） 

４ 次期障がい福祉関連計画の進捗状況について（資料３） 

５ 足立区居宅訪問型保育事業（医療的ケア児）のご案内（資料４） 

６ 区立小学校および区立保育園における医療的ケア児支援について（資料５） 

７ 足立区重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業の利用状況（資料６） 

８ 医療的ケア支援者向け研修～地域で豊かに生活するために～（資料７） 

９ 東京都医療的ケア児支援センター（リーフレット）（資料８－１） 

10 東京都医療的ケア児支援センター（区部）の業務について（資料８－２） 

11 医療的ケア児の現状と課題（資料９） 

様式第１号（第３条関係） 

【 公開用 】 
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（協議経過）

【長門委員】 

 本日はお忙しい中、医療的ケア児ネットワ

ーク協議会にご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。本日の進行をさせてい

ただきます、障がい福祉課長の長門と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 開会にあたりまして、福祉部長の伊東より

ご挨拶があります。 

 

【伊東委員】 

 福祉部長の伊東です。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして

誠にありがとうございます。 

 医療的ケア児支援施策としてレスパイト事

業を少し拡充する等の動きはありますが、ま

だ至らない点も多くあります。本日は、現場

での大事なことや必要なことについて、多く

のご意見を賜りたいと考えております。 

また、後半には意見交換として、東京都医

療的ケア児支援センターから酒井先生にいら

っしゃっていただいておりますので、東京都

の現状等をお話いただいて意見交換ができれ

ばと思っております。最後までお付き合いい

ただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【長門委員】 

 今年度は協議会の任期２年のうちの１年目

となるため、委嘱状の交付及び委員の紹介を

行います。委嘱状・任命書につきましては、

会の時間を有効に使わせていただくため、机

上に配布させていただきましたので、ご確認

をお願いいたします。 

 それでは委員紹介になりますが、今期から

新たにご参加いただく方もいらっしゃいます

ので、自己紹介の形でおひとりずつお名前と、

ご所属での活動や医療的ケア児とのかかわり

等を簡単にお話いただきたいと思います。資

料１の委員名簿の掲載順にお願いいたします。 

 

【玄委員】 

 東京医療保健大学東が丘看護学部の玄順烈

です。よろしくお願いいたします。 

 

【長門委員】 

 ２番の木村委員は欠席です。 

 

【鈴木委員】 

 足立区歯科医師会の鈴木です。扇大橋でマ

ーレデンタルクリニックという歯科を開業し

ています。日本歯科大学で小児歯科を専門と

し、現在も非常勤として大学にも行き、小児

歯科診療と障がい児診療にも携わっています。

この協議会に参加させていただき、足立区の

ことをもっと知りたいと思っています。よろ

しくお願いいたします。 

 

【長門委員】 

 ４番の松井委員は欠席です。 

 

【河野委員】 

 都立北療育医療センター城北分園でソーシ

ャルワーカーをしております、河野です。城

北分園では外来にて、医療的ケア児の診察を

医師が行っています。また、児童発達支援の

部門があり、医療的ケア児の受入れを行って

います。よろしくお願いいたします。 

 

【山本委員】 

 スマイル相談支援センターの山本です。重

度心身障がい児者や医療的ケア児者の計画相

談を担当しています。なかなか件数を持てな

いことを申し訳なく思っております。また、

スマイル訪問看護ステーションも併設してお

り、そちらのソーシャルワーカーも担当して

います。０歳の子から、幼い頃からずっとみ

てきて成人された方まで、幅広く医療的ケア

児者を担当しています。よろしくお願いいた

します。 

 

【高橋委員】 

様式第２号（第３条関係） 
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 リールスメディカル足立花畑の高橋です。

重度心身障がい児専門の児童発達支援および

放課後等デイサービスで、昨年まで立ち上げ

で管理者をしておりました。現在は児童発達

支援管理責任者、エリアマネージャー、看護

師として現場にも入っています。学校を都立

花畑学園に一本化しており、花畑学園のお子

さんおよび、児童発達支援で地域の重度心身

障がい児と医療的ケア児のお子さんをみさせ

ていただいております。よろしくお願いいた

します。 

 

【長門委員】 

 ８番の小野委員は到着が遅れております。 

 

【寺山委員】 

 足立区私立幼稚園協会から参りました、足

立つくし幼稚園園長の寺山です。医療的ケア

児の受入れをしている幼稚園はあまりないで

すが、これからご希望が出た時に現実的に対

応できるように勉強させていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

【廣岡委員】 

 足立区民間保育園連合会から参りました、

うめだ「子供の家」園長の廣岡です。社会福

祉法人からしだねという法人で、うめだ「子

供の家」とうめだ・あけぼの学園という児童

発達支援センターで、インクルーシブ保育を

行っています。保育園の卒園生や、インクル

ーシブ保育でうちの保育園にも来ていた医療

的ケア児のお子さんが、昨年地元の小学校に

進学しました。何名かそのようなお子さんも

入っています。よろしくお願いいたします。 

 

【永島委員】 

 東京都立花畑学園校長の永島です。本校は

肢体と知的の並置校です。東京都が平成２年

に医療的ケアの検討委員会を立ち上げた時に

私も入都しました。平成２９年からすべての

種別で医療的ケア児を受け入れられるように

なりましたが、それなりの時間がかかってい

ます。重複障がいの方もいるため、東京都で

は専用通学車両というものが始まりました。

医療的ケアのお子さんはスクールバスには乗

れませんが、専用通学車両による登校保障を

するという形ができて５～６年になります。

さまざまな取り組みをしつつ、課題もたくさ

んありますので、皆様と情報共有ができれば

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

【藤巻委員】 

 足立区立綾瀬小学校主幹教諭の藤巻です。

養護教諭もさせていただいております。医療

的ケア児の作業部会では大変お世話になり、

現在、区立小学校でも医療的ケア児を預かっ

ているところです。私の学校にいたことはな

いですが、他の学校の先生方から話があり、

いろいろと相談させていただきながら実施し

ております。よろしくお願いいたします。 

 

【齋藤委員】 

 足立区立千寿桜堤中学校校長の齋藤です。

私が校長職に昇任した平成３０年度から、医

療的ケア児の小・中の導入について見通しを

持って計画的に進めていくために、行政の方

や関係機関の方と意見交換をしたことが最初

だったと思います。中学校の代表として参加

しておりますが、養護教諭の職のため、区内

の養護の先生方とも情報共有させていただき

ながら、小・中の連携した医療的ケア児の支

援、背後にある環境の調整、保護者支援をど

のようにできるかということを意見交換して

きた協議会と作業部会だったと思います。担

当課の方々には大変お世話になって、現状充

実した形で進められてきたと感じています。

今年も微力ながらお手伝いをさせていただけ

たらと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 

【馬場委員】 

 足立区重症心身障害児（者）を守る会の馬
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場です。全国重症心身障害児（者）を守る会、

東京都重症心身障害児（者）を守る会が上部

団体です。そちらと全国の医療的ケア児者の

状況を共有して、私たちも会員の医療的ケア

児者の状況や困っている声等を取り上げて、

上にあげています。会員は少ないですが、か

なり重症のお子さんがいる方もおります。う

ちの子どもも医療的ケアのモデル事業が始ま

る時の最初の子どもだったのですが、現在は

３６歳になりました。障がいもだんだん重く

なってきましたし、児から者に変わる時の体

制もしっかり考えていかなければいけないと

思っています。よろしくお願いいたします。 

 

【長門委員】 

 １５番の鈴木委員は欠席です。 

 

【伊東委員】 

 福祉部長の伊東です。昨年４月から福祉部

長を拝命しております。福祉部にはそれまで

も何回かいたことはありますが、高齢部門が

中心だったので、医療的ケア児に関しての事

業を所管したことはありませんでした。間接

的になりますが、政策部門で職員の定数を管

理する仕事をしていた時に、医療的ケア児に

関する事業を拡充したいということで、令和

２～４年にかけて区立小学校・区立保育園に

おける医療的ケア児支援の仕組みを担当する

課長から熱く説明を受けた記憶があります。

その時には、非常に難しい事業だと率直に思

いましたし、このままうまく回っていくのだ

ろうかと不安に感じたこともあります。しか

し、現場の方々の熱意で今ここまで来ている

という状況です。まだまだ発展させていかな

ければいけないと思いますが、これまでの皆

様方のご苦労があって今があると思います。

さらにブラッシュアップしていくために、ど

のようなことが必要なのかを行政にお伝えい

ただけますとありがたく思います。よろしく

お願いいたします。 

 

【長門委員】 

 障がい福祉課長の長門です。情報共有・協

議の場を事務局として担当しています。よろ

しくお願いいたします。 

 

【柳瀬委員】 

 障がい援護課長の柳瀬です。昨年４月に着

任いたしました。医療的ケア児の関係では、

令和５～６年度に子ども家庭部の区立保育園

を所管する部署におりました。区立保育園で

の医療的ケア児の受入れということで、現場

でもいろいろ工夫して、大変な思いをしなが

らやってきました。現在は障がい援護課で、

後ほどご説明させていただきますが、重症心

身障がい児（者）等在宅レスパイト事業を行

っています。また、各援護係の所管ですので、

保護者の皆様からどのようなサービスが使え

るか等のご相談を承りながら、受給者証を発

行し、必要な支援が届けられるように各職員

が全力で取り組んでいるところです。よろし

くお願いいたします。 

 

【高橋委員】 

 障がい福祉センター所長の高橋です。障が

い福祉センターは障害者総合支援法に基づく

事業所の立ち位置になります。就労移行、就

労定着、生活介護、社会リハビリテーション、

児童発達支援の事業所を一つの建物でやって

おります。生活介護の中に医療的ケアの方が

何名かいらっしゃり、対応しています。よろ

しくお願いいたします。 

 

【田巻委員】 

 教育指導部長の田巻です。こども支援セン

ターげんき所長を兼務しております。今年度

着任いたしました。寺山園長には昨年度、教

育振興ビジョン改定の部会でお世話になりま

した。永島校長には都立学校と中学校との連

携という部分でお世話になりました。教育行

政には長く携わっておりますが、医療的ケア

につきましてはまだまだ知識もありませんの
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で、様々な現場の様子を聞かせていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【谷内委員】 

 こども支援センターげんき支援管理課長の

谷内です。当課では、区立保育園と区立小学

校での医療的ケア児の相談を受けながら、看

護師を配置する等、現場への支援をしており

ます。福祉部長からも話がありましたが、令

和２年度から制度設計をして、モデル事業か

ら始めて、今年度、来年度とさらに拡大して

いく予定です。引き続き、ご協力とご尽力を

いただけたらと思います。 

 

【長門委員】 

 ２２番の大平委員は欠席です。 

 

【中島委員】 

 子ども政策課長の中島です。昨年４月に着

任いたしました。当課は保育士の配置を行っ

ているところです。支援児のお子さんたちが

保育園で生活できるように人員配置を行って

います。この協議会は初めてになりますので、

勉強させていただき、何が必要なのかを深め

ていきたいと思います。引き続きよろしくお

願いいたします。 

 

【小田川委員】 

 幼稚園地域保育課長の小田川と申します。

当課では私立幼稚園、地域保育、認証・認可

外保育の部門を担わせていただいております。

また、医療的ケア児に関しましては、来年度

から居宅訪問型保育事業を開始いたしますの

で、それについて皆様からご意見を頂戴した

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【久保田委員】 

 学童保育課長の久保田です。足立区では小

学校や中学校、保育園で既に医療的ケア児の

受入れを行っておりますが、来年度から学童

保育室でも医療的ケア児の受入れを開始する

こととなりました。まだ試行的な段階でござ

います。皆様からのご意見を頂戴しながら、

拡大していきたいと思いますので、引き続き

よろしくお願いいたします。 

 

【長門委員】 

 ２６番の網野委員は欠席です。 

 

【松本委員】 

 学務課長の松本と申します。学務課はお子

さんと直接関わるというよりは、入学手続き

や学校保健、給食、自然教室等で学校を支え

るような部署となっています。医療的ケア児

のお子さんについても、養護の先生方のサポ

ートや学校で何かあった時の支援という形で

関わっていけたらと思っております。様々な

形で学校と関わっていく中で、何か支援がで

きればと思っております。よろしくお願いい

たします。 

 

【長門委員】 

 ありがとうございました。以上２７名で運

営してまいります。よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、本日の意見交換・情報共有の案件に

関連し、東京都医療的ケア児支援センターの

相談員を紹介させていただきます。酒井宏相

談員です。よろしくお願いいたします。 

 次に、会長の選任ですが、足立区医療的ケ

ア児ネットワーク協議会設置要綱第３条第２

項により、学識経験者の委員から選出とあり、

学識経験者の委員は玄委員１名になりますの

で、玄委員に会長をお願いすることになりま

す。それでは、玄会長から会長就任にあたり

一言お願いいたします。 

 

【玄会長】 

 私がこの医療的ケア児ネットワーク協議会

に参加し始めてから、もう１０年くらいにな

ると思います。 

 私はもともと重症心身障がい児施設で１５
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年ほど勤務しておりました。そこから私の研

究の毛色が重症心身障がい児となっています。

障がい児に関わる子どもたちとご両親の身体

的・精神的ケアはどのようなものがあるか、

ということを研究しております。今は大学院

生と一緒に、特別支援学校に勤務する看護職

の方の不安や現状を調査しています。一方で、

健康なお子さんの通う保育園、幼稚園、小学

校、中学校の感染症予防について調べており

ました。医療的ケア児のお子さんが一緒に学

ぶ機会が増えてきたということもあり、感染

症対策は非常に大事なことだと思いました。

小さい子どもたちは大人の言うことをよく聞

きますので、大人よりも手洗いをしっかりし

ています。特別支援学校で働かれている看護

職の方々、特に非常勤の方のアンケート調査

を行いますが、連携に不安があったり、年々

医療の重度化が進み、その対応にすごく難儀

があるというアンケート結果になっています。

これも含めて皆様にお伝えしながら、医療的

ケア児ネットワーク協議会が発展していくと

ありがたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 

【長門委員】 

 ありがとうございました。 

 ８番の小野委員が到着しておりますので、

簡単に自己紹介をお願いいたします。 

 

【小野委員】 

 フローレンス訪問看護たけのつかの小野で

す。遅くなり申し訳ありませんでした。私は

令和３年に竹の塚に訪問看護ステーションを

開設しております。対象は高齢者のみならず

０歳から１００歳以上までをモットーに、地

域の方々の生活の支援をさせていただいてお

ります。このような活動もありまして、地域

の方からご依頼をいただいたり、０歳の方、

重症心身障がい児者、医療的ケアの方等を支

援させていただいております。直近では、学

校への訪問や、児童発達支援、放課後等デイ

サービスへの訪問もさせていただきました。

わからないことも多くございますが、皆様か

らご指導いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

【長門委員】 

 次に本日の配布資料を確認させていただき

ます。 

―資料確認― 

 続いて、開会にあたっての注意点をお伝え

いたします。本協議会は原則公開となってお

り、議事録作成のため録音させていただいて

おります。発言の前に名前をお願いいたしま

す。また、会議風景の写真撮影をさせていた

だきます。議会への報告資料等へ掲載の可能

性もありますので、不都合がある方につきま

しては事務局までお願いいたします。 

 また、本日は傍聴の方が２名いらっしゃい

ます。進行の中で個別事例を取り上げる場合

は非公開とします。その際、傍聴人の方には

ご退室いただきますので、あらかじめご了承

願います。 

 それでは、以降の議事進行は玄会長にお願

いいたします。 

 

【玄会長】 

 それではお手元の次第にそって進めさせて

いただきます。 

 議事１からご説明をお願いいたします。 

 

 

１ 次期障がい福祉関連計画の進捗状況に

ついて 

【佐々木事務局員】 

 事務局の佐々木です。次期障がい福祉関連

計画の進捗状況について説明させていただき

ます。資料３をご覧ください。 

 まず、足立区が策定する障がい福祉関連計

画の全体像について説明します。足立区では

３つの計画を一体的に策定しています。障害

者計画は障害者基本法に基づいて、区の障が



7 

 

い福祉施策をどのように進めていくのかとい

う基本的な方向性を定めるものとしています。

計画期間は６年間と長期的な視点に立ったも

のとなっています。障害福祉計画は障害者総

合支援法、障害児福祉計画は児童福祉法に基

づいております。こちらは実行計画としての

性格があり、計画期間は３年間としておりま

す。例えば、居宅介護等の障害福祉サービス

や放課後等デイサービスといった児童通所支

援等、各種サービスの向こう３年間の必要量

を見込んで、どのように提供確保していくの

かという具体的な体制づくりを定めるもので

す。足立区ではこれら３つの計画を一体的に

捉え、整合性のとれた支援体制の構築を目指

しております。現在は、第８期障がい福祉計

画、第４期障がい児福祉計画の策定作業を進

めております。 

 おおまかな計画策定の流れをご覧ください。

計画策定の基礎資料となる大規模なアンケー

ト調査を終え、現在は結果の集計を進めてお

ります。医療的ケアについての調査内容とし

て、事業所向けの調査では単に受入れの有無

を聞くだけではなく、受入れ可能な医療的ケ

アの種類や、現在受け入れていない事業所に

対してもどのようなことが整えば受入れがで

きるのかという、具体的な要件について問い

かけをさせていただきました。事業所からの

回答を通じて区の施策として何が必要か、そ

のヒントが見えてくることを期待しての内容

となっています。また、当事者である障がい

児、障がい者の方に対しては、現在のケアの

状況や主たる介護者の状況、障がい福祉に関

する情報をどのように入手しているか等を伺

っております。あわせて、今後足立区に期待

することを自由意見としてご記入いただける

ようにしており、数字だけでは見えない切実

な声をしっかり掴みたいと考えております。 

 このアンケート調査による定量的なデータ

に加えて、今後パブリックコメントや関係団

体とのヒアリングを通して、より多角的に皆

様のご意見を伺う機会を設ける予定です。そ

の際には、貴重なご意見をお寄せいただけれ

ばと思います。 

 

 

２ 居宅訪問型保育事業（医療的ケア児）に

ついて 

【小田川委員】 

 幼稚園地域保育課の小田川です。居宅訪問

型保育事業についてご説明いたします。資料

４をご覧ください。 

 居宅訪問型保育事業とは、保育の必要性が

あり、医療的ケアが必要で、集団保育では適

切な支援が困難なお子さんを対象に、ご自宅

で保育を行う事業です。 

対象となるお子さんは、足立区在住の児童

で、保育認定を受けていることが必要になり

ます。また、足立区教育委員会医療的ケア児

支援検討会における検討の結果、「集団保育に

おいて適切な支援が困難」とされた未就学児

となります。対応可能な医療的ケアにつきま

しては、口腔鼻腔の吸引、経管栄養、酸素等

となります。その他の医療的ケア、気管切開

や人工呼吸器などを必要とするお子さんにつ

いては、まずは運営事業者にお問い合わせい

ただくこととなります。 

また、お預かり時間に関しましては、お子

さんの医療的ケアの内容や保護者のニーズな

どにより、運営事業者が保育士のお預かりか、

看護師のお預かりかを判断してまいります。

保育士等のお預かりの場合、週最大５日、８

時～１８時までの間で１日最長８時間までと

なります。看護師のお預かりの場合、週３～

４日、１日３～４時間で週最長１２時間とな

ります。なお、看護師のお預かりは重症度の

高いお子さんが対象となります。 

保育料につきましては、地域型の保育とな

り、保育無償化の対象となりますので無償で

す。別途、保育に必要な材料費や交通費等の

実費負担があります。また、昼食やおやつ等

は保護者の方にご用意いただくこととなりま

す。 
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運営事業者につきましては、認定 NPO 法

人フローレンスの障害児訪問保育アニーに委

託してまいります。足立区の問合せ先につき

ましては、資料に記載のとおりです。 

 続きまして、裏面をご覧ください。居宅訪

問型保育事業の利用開始までの流れを記載し

ております。運営事業者へのお問合せから利

用開始までに最短で２か月ほど要しますので、

ご了承いただきたいと思います。 

 また、障害児訪問保育アニーですが、東京

２３区のうち、足立区を含めて１９区で居宅

訪問型保育事業を請け負っていただいており

ます。既に１０名ほど待機が発生していると

伺っております。足立区の次年度以降の居宅

訪問型保育事業の利用につきましては、既に

３名の方からお問合せをいただいております。

うち１名は障害児訪問保育アニーと面接をし

て預かり可の児童と判断をいただいておりま

すが、現状４月入所は難しいという報告をい

ただいております。正式な決定は、今月中旬

くらいに保護者へご連絡した上で、区の方に

もご報告いただく予定となっています。 

 

 

３ 区立小学校・区立保育園における医療的

ケア児支援について 

【谷内委員】 

 こども支援センターげんき支援管理課の谷

内です。資料５をご覧ください。区立小学校

および区立保育園における医療的ケア児支援

について、大きく２点ご報告いたします。 

 まず、令和７年度の支援状況ということで、

拡大した部分をご説明いたします。区立保育

園については朝夕保育、朝７時半～９時半、

夕方は１６時半～１８時半の時間帯に医療的

ケア児の受入れはしておりませんでしたが、

今年度からその時間帯にも看護師を配置して

医療的ケア児を受け入れるというように拡大

させていただきました。また、区立小学校で

は、たん吸引は看護師の常時配置が難しく、

看護師を配置している保育園と連携できるよ

うに、保育園の近くの指定校５校で受け入れ

ることになっていましたが、看護師の配置が

可能となり、全校でたん吸引の方を受け入れ

られるようになりました。保育園と小学校に

ついては、一括で事業者に委託して看護師を

配置して支援しております。この看護師配置

については今のところ問題なく進んでおりま

すので、来年度も継続して配置していきたい

と考えております。また、今後の方針という

ことで、現在は導尿、たん吸引、経管栄養、

インシュリンの４ケアのみの受入れとしてお

りますが、来年度からは４ケアという制限に

とらわれずにすべてのケアの方を受け入れる

形を考えております。事前に、保育園や学校

で安全に生活を送れるか、どのような支援が

できるかを慎重に審査して、受け入れる形を

進めていきたいと考えております。 

 次に、医療的ケア児の保護者オンライン交

流会を、９月２０日に初めて開催させていた

だきました。１４世帯が対象でしたが、その

うち３家庭にご参加いただき、意見交換等の

交流をさせていただきました。すごく良かっ

たという声を３家庭の方からいただきました。

内容は記載の通りですが特に印象に残ったこ

とは、災害の備えについてどのようにしたら

良いかとお話をされていました。人工呼吸器

をつけている場合の電源の確保や、インシュ

リン等がなくなってしまった場合に手に入る

ところを案内してもらえたら安心、等のお話

がありました。 

 

 

４ 足立区重症心身障がい児（者）等在宅レ

スパイト事業の利用状況について 

【柳瀬委員】 

 障がい援護課長の柳瀬です。資料６をご覧

ください。足立区重症心身障がい児（者）等

在宅レスパイト事業の利用状況について説明

いたします。 

 まず、令和７年度からの主な改正点として、

年間の利用可能時間を１４４時間から２８８
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時間に拡大しました。また、派遣先をご家庭

だけでなく小学校等を追加しました。 

 また、登録者数および申請者数ですが、と

もに増加傾向となっています。利用登録者数

は今年度１月現在７５人で、前年度より２０

人増えています。新規申請者数も毎年度増え

ており、今年度１月現在で２０人という状況

です。 

 令和７年度新規申請者の傾向を見ると、乳

児が増えており、その中でも０歳児が増えて

いるという状況です。乳児だけでも全体の７

割近くですが、そのうち０歳児が新規申請の

５５％を占めているという形です。こちらは、

区内にある女子医大足立医療センターや、他

の大学病院、東大病院や順天堂から退院する

と同時に利用申請いただくことが増えており

ます。もともと足立区民だった方もいらっし

ゃいますが、退院と同時に足立区に転入して

くる方も何名かいらっしゃいます。 

 また、一人あたりの利用時間についても、

令和６年度月平均６．０４時間だったところ、

令和７年度現時点で月平均９．６時間に増加

しております。こちらは冒頭にお伝えしまし

たが、令和７年度から利用上限が年間１４４

時間から２８８時間と倍になったことが影響

してきています。引き続き、必要な方に支援

が届くような取り組みを進めていきたいと思

います。 

 

 

５ 医療的ケア支援者向け研修について 

【高橋委員】 

 障がい福祉センターの高橋です。資料７を

ご覧ください。 

 医療的ケアを必要とする方の支援をする職

員向けの研修を実施いたします。日時等は記

載のとおりです。講師としてお招きするのは、

東京都医療的ケア児支援センターの中嶽先生、

山下先生です。障がい福祉センターにも３名

ほど医療的ケアの方が通所しておりますが、

医療的ケアに対応できる障害者総合支援法上

の事業所が少ないという現状がありますので、

この研修を企画したところです。 

 

 

６ 学童保育室における医療的ケア児受入

れのモデル実施について 

【久保田委員】 

 学童保育課の久保田です。本日、資料はつ

けておりませんので、口頭でのご報告となり

ます。 

 来年度から２名の医療的ケア児を受け入れ

られるように、現在学童保育室と調整中です。

現在一般の利用申請の審査もしており、来週

あたりには結果が確定する予定です。要望も

多い中で、１０月に練馬区の学童保育室に視

察に行ってまいりました。練馬区では、学校、

保護者、学童保育室に来る訪問看護の方で、

連絡帳を使って連携を取って実施しているこ

とを確認できました。足立区でも来年度から、

学校に派遣している訪問看護の方に学童保育

室にも来ていただき、医療的ケアをできない

かということを、庁内で調整しながら準備を

進めているところです。令和９年度以降につ

きましては、令和８年度の実施結果を見なが

ら調整を進めていきたいと考えております。 

 

 

【玄会長】 

 ありがとうございました。区の取組状況に

ついてご説明いただきました。ご質問やご意

見がありましたらお願いいたします。 

 

【山本委員】 

 スマイル相談支援センターの山本です。 

 学童保育室で来年度から２名の医療的ケア

児の受入れを検討しているとのことでしたが、

学童保育室で受入れ可能な医療的ケアの内容

は決まっていますか。 

 

【久保田委員】 

 学童保育課の久保田です。 
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 来年度から始める２名はどちらも血糖値の

測定とインシュリンの投与になります。具体

的に４ケアしかできない等は決まっておりま

せん。今年度保育園や小学校で医療的ケアを

受けている方の中で、来年度学童保育室を利

用したいという保護者の方がいらっしゃった

ので、その方について受入れが可能か検討し

た結果、この２名になったところです。ケア

の内容としては、たん吸引のように常時看護

師が必要な状態ではないので、モデルとして

始めるにはやりやすい内容かと考えています。 

 

【小野委員】 

 フローレンス訪問看護たけのつかの小野で

す。 

 学童保育室で受入れができない場合、この

ご家庭はどうなるのかと疑問に思いました。

インシュリン投与のために保護者は仕事がで

きないという状況なのでしょうか。 

 

【久保田委員】 

 学童保育課の久保田です。 

 今まで医療的ケア児を受け入れていなかっ

た状況では、ご自身でインシュリンを打てる

等、自己ケアができる方はいらしたかと思い

ます。他者にケアをやってもらう必要がある

方はご自宅で過ごす方が多いと伺っています

ので、学校が終わった後にご自宅へ帰って保

護者の方等がケアをしていたのではないかと

推測します。学童保育室は保育園や学校とち

がって、１年生から６年生まで、走り回る子

や静かに読書をする子などいろいろな子がい

る環境なので、できることできないことが限

られてくるかと思います。保護者の方の就労

支援もありますので、できる限り受け入れら

れるように、今後検討をしていきたいと思い

ます。施設的な制限がどうしても出てくると

ころもありますので、その時にはちがう方法

があるか検討していきたいと考えております。 

 

【小野委員】 

 フローレンス訪問看護たけのつかの小野で

す。 

自己紹介の時にもお話したのですが、２年

間ほど学校に導尿で入らせていただいた時の

感想になります。成長発達していくお子さん

に対して、どこで手を引くか、どこで卒業な

のかということを、最初のうちに決めないと

適切な支援ができないと経験しました。看護

師なので何でもやってあげたいという気持ち

もありますが、どこかで卒業してここからは

自分でやらなければいけないということを、

あらかじめ決めておかなければいけないと思

いました。 

 

【玄会長】 

 都度の計画ではなく、最初から一つのライ

ンを決めて、その中で取捨選択しながら、流

れに合わせて組み替えていくことが大切だと

思います。 

 次に、意見交換・情報共有ということで、

医療的ケア児の支援と地域の実情ということ

で話題提供をしていただきたいと思います。 

 

 

７ 意見交換・情報共有 

（１）東京都医療的ケア児支援センター（区

部）の業務について 

【酒井相談員】 

 東京都医療的ケア児支援センター区部の酒

井です。本日は参加させていただきありがと

うございます。当センターは、医療的ケア児

及びその家族に対する支援に関する法律に基

づき、東京都が令和４年に区部と多摩地域に

１か所ずつ開設したものです。 

 資料８－１をご覧ください。２か所の所在

地や連絡先の記載があり、裏面には医療的ケ

ア児やそのご家族への支援内容が簡単に記載

されています。 

 次に資料８－２をご覧ください。相談受付

状況ですが、今年度１２月までの相談件数は

２１３件となっています。資料に記載はござ
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いませんが、令和５年度は２４９件、令和６

年度は２５８件と、２５０件前後で推移して

います。 

個別支援の相談は１１２件、相談者内訳は

表のとおり本人・家族からの相談が一番多く

なっています。また、相談内容についてはグ

ラフのとおり、障害福祉サービスに関する相

談が最多となっています。具体的には、学校

の校外学習等での保護者の付き添いのことや、

在宅レスパイト事業の範囲について学校では

できないのか、保育園の入園についてのご相

談等をいただいております。 

 地域支援の相談は１０１件、相談者内訳は

自治体職員からの相談が最も多くなっていま

す。相談内容は保育所・幼稚園に関する相談

が最も多くなっています。保育園については

Ⅰ型糖尿病をはじめとする個別ケアへの看護

師配置の必要性や、看護師の確保や研修の方

法、近隣区の受入れ状況、緊急時対応等、現

場で直面されていらっしゃる課題の解決に向

けて、資料の紹介や関係機関への確認をして

ご紹介をしています。その他、災害対策、相

談窓口の配置についてコーディネーターをど

う配置するか、支援者への研修等についてご

相談をいただきました。 

 次に、関係機関との連携についてです。ま

ず、本日のように医療的ケア児支援に関する

各区の協議の場の傍聴をお許しいただき、皆

様とご面識を得て、関係機関による取り組み

や情報交換等、今後の相談業務の参考にさせ

ていただいております。 

 医療的ケア児支援区市町村担当者連絡会に

ついて、資料は東京都のホームページで公開

されている昨年１１月２１日開催の東京都医

療的ケア児支援地域協議会の配布資料です。

東京都の医療的ケア児支援区市町村担当者連

絡会があり、全体会を昨年７月に WEB 開催

したあと、９月下旬に区部と多摩に分かれて

対面方式の連絡会を初めて開催しました。そ

の後、区部では１月２１日に医療的ケア児コ

ーディネーター連絡会を実施しました。資料

は１１月時点のもので予定となっていますが、

合計５３名にご出席いただき予定どおり開催

いたしました。 

 その他の東京都福祉局の取組として、区市

町村アンケートの実施があります。福祉局が

令和７年度に実施し、実態把握の状況や、東

京都の補助事業等に係る区市町村の意見・希

望をいただき、次回以降の東京都の協議会で

結果報告を予定しております。 

 

（２）医療的ケア児の現状と課題 

【玄会長】 

 医療的ケア児の現状と課題ということで、

資料９にまとめました。すでに皆様もご存じ

の内容になりますが、聞いていただけますと

幸いです。 

 まず、医療的ケア児の現状です。左のグラ

フは在宅の医療的ケア児の推計値になります。

全国の医療的ケア児は平成１７年から見ると

年々増加し、約２倍となっています。右の年

齢階級別の人工呼吸器を必要とする医療的ケ

ア児数（在宅）の年次推移を見ると、人工呼

吸器を使用するお子さんがとても増加してい

ることがわかります。２００８年から１２倍

に増えており、ケアの専門性が高まっている

ことが見て取れると思います。また、学校現

場で実施されるケアの内容が多岐に渡ってお

ります。なぜ１２倍になったかという背景と

して、単に病気の子どもが増えたのではなく、

医療の進捗と制度の変化の課題が生んだ理由

があります。新生児集中治療室での技術の向

上により命をつなげるようになったというこ

とです。また、在宅医療の推進があり、病院

ではなく住み慣れた家で家族と過ごすことを

支える医療機器の精度が上がっているという

こともあります。そのようなことが、人工呼

吸器を必要とするお子さんが増えた背景にあ

ります。 

 次に学校での状況についてご説明します。

特別支援学校と、幼稚園・小・中・高等学校

に在籍する医療的ケア児の数のグラフになり
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ます。文部科学省の令和６年の調査になりま

すが、特別支援学校では８，７００人、幼稚

園・小・中・高等学校では２，５００人の医

療的ケア児が在籍しています。特別支援学校

で実施されている医療的ケアは３２，９６７

件、行為別に見ると多い順に、喀痰吸引（鼻

腔内）が５，３６１件、喀痰吸引（口腔内）

が５，３０３件、経管栄養（胃ろう）が５，

２０３件、気管カニューレからの喀痰吸引は

約３，０００件となります。幼稚園・小・中・

高等学校で実施されている医療的ケアは延べ

３，７８８件、血糖値測定・インシュリン注

射が８１５件、導尿が６０６件、気管カニュ

ーレからの喀痰吸引が４１１件、経管栄養（胃

ろう）が３９３件となっています。 

 次に、医療的ケア児の現状③です。学校に

おける看護職員の不足が顕在化した問題とな

っています。原因として言われていることは、

会計年度任用職員（非常勤）として募集して

いることの賃金の低さや、孤独感や責任の重

さ等の心的負担があります。医療技術の向上

に伴って、知識や技術を求められるという責

任の重さが感じられました。あわせて、看護

師としてのキャリアの不安が生じやすいとい

うことも感じました。また、学校現場への戸

惑いとして、多職種連携の難しさが挙げられ

ます。一般的に看護師は、卒業してすぐ大病

院や総合病院に就職する傾向があります。そ

のため、教育現場にシフトする際に、医療現

場との差に戸惑いを感じるということです。

さらに、登下校の壁というものがあり、スク

ールバスに看護師が乗っていないため、親が

自家用車で送迎しなければならないというこ

とがあります。 

 次に、医療的ケア児の現状④、幼稚園・小・

中・高等学校における保護者等の付き添い状

況です。未だに付き添いをされている保護者

が多数いらっしゃいます。その理由として、

学校が希望しているということが多く挙げら

れています。その他に、医療的ケア実施に向

けた手続きや引継ぎ、子どもの健康状態が不

安定、保護者が希望しない、保護者自身でケ

アを行いたいということが挙げられています。 

 次に、支援の法的枠組みと変化ということ

で、２０２１年に医療的ケア児支援法施行に

より、自治体の支援は努力義務から責務へ格

上げされています。その変化として、学校・

保育所等での付き添いなしの実現ということ

で、保護者の付き添い解消、設置者の義務、

不当な制限の禁止ということが挙げられてお

ります。保護者の付き添いの解消につきまし

ては、喀痰吸引ができる介護福祉士を学校に

配置することで、保護者が学校に常駐しなく

ても通学できる体制を整えることが自治体の

責務となっております。また、設置者の義務

としては、幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校の設置者は、医療的ケア児

が適切な支援を受けられるような措置を講じ

なければなりません。不当な制限の禁止とし

て、看護師がいないからという理由で入学拒

否や保護者の付き添いを強制することは、法

律の趣旨に反することとなります。 

また、先ほどご説明がありました医療的ケ

ア児支援センターは、ワンストップ相談の機

能になります。関係機関の連携ということで、

医療・保健・福祉・教育・労働の各分野がバ

ラバラにならないよう調整を行っているとい

うことでした。情報の集約と提供では、地域

で利用可能な放課後等デイサービスや訪問看

護、レスパイト施設等の情報を一元管理でき

ます。人材育成では、地域の相談支援員や看

護師向けに研修を行っています。 

 次に、切れ目のない支援と社会全体の責務

です。１８歳の壁への配慮ということで、１

８歳を超えて児童でなくなった後も、引き続

きスムーズな移行を支援するということも盛

り込まれています。家族の離職防止というこ

とで、ケアのために親が仕事を辞めざるを得

ない状況を防ぐことも大きな目的となってい

ます。 

 そこで現在直面している主な課題です。ま

ず、看護師・専門人材の不足が挙げられます。
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保育所や学校、放課後等デイサービスで受入

れを希望しても、医療的ケアができる看護師

が確保できないという理由で断られるケース

が多く見られます。１８歳の壁では、子ども

が１８歳になると児童向けの支援から成人向

けの福祉サービスへ移行します。しかし、成

人の施設では医療的ケアの受入れ体制が未整

備なことが多く、卒業後に行き場を失う、あ

るいは親の介護負担が再び増大する問題が指

摘されています。さらに、家族のレスパイト

不足もあります。２４時間体制のケアにより、

保護者の睡眠不足や離職が常態化しています。

また、預け先がないため親が働けない、きょ

うだい児との時間が取れないといった家族全

体の QOL の低下が続いているということで

す。 

 そこで、関東地域（１都６県）の取り組み

をご紹介させていただきます。２０２１年の

支援法施行以降、全国に先駆けて「教育・保

育のインクルーシブ化」と「１８歳の壁の解

消」に向けた具体的な取り組みが加速しまし

た。東京都はデジタル活用と経済的支援とし

て、MEIS（医療情報共有システム）を運用

し、災害時や緊急時に、外部の医師や支援者

がタブレット等で即座に子どものケア情報を

確認できる仕組みを推進しています。ただ、

この医療情報共有システムに参加する家族が

少ないと聞いていますので、現状と課題を把

握する必要があると思いました。また、家族

支援の直接補助として、世田谷区等は、医療

的ケア児ときょうだい児が一緒に参加できる

外出イベントや、災害時の自家発電機購入等

に対し、自治体が独自に最大１００万円規模

の補助金を出すケースが増えています。さら

に、１８歳の壁への先行対応として、高校卒

業後も児童期と同じ施設で継続してケアが受

けられるよう、成人向けサービス（生活介護

等）へのスムーズな移行支援を強化していま

す。 

 次に、神奈川県の取り組みについてです。

保育・医療の一体型拠点ということで、今年

の春に横浜市に一体型総合施設が誕生予定で

す。これは、認可保育所、児童発達支援、診

療所、訪問看護ステーションを１か所に集約

した地域インフラモデルで、二俣川等に開設

されます。運営主体は認定 NPO 法人おれん

じハウスで、２拠点同時に開設されるという

ことです。また、公立保育所での受け入れ拡

大が川崎市で行われています。２０２６年４

月から、市内の主要な保育所で血糖測定やイ

ンスリン注射、酸素管理が可能な体制を段階

的に全区へ広げる方針を固めているというこ

とでした。 

 次に、埼玉県・千葉県の取り組みをご紹介

します。民間連携によるインクルーシブ保育

ということで、どろんこ会グループが、既存

の保育園に医療的ケアと児童発達支援の機能

を合体させ、障がいの有無にかかわらず同じ

教室で過ごすモデルを２０２６年春より本格

化させるようです。また、広域支援コーディ

ネーターの配置ということで、埼玉県では医

療・福祉・教育を繋ぐコーディネーターの養

成に注力しており、市町村を跨いだ広域的な

相談支援体制を構築しています。 

 次に、２０２６年時点での対策と最新動向

についてです。委託方式の導入では、学校が

直接雇うのではなく、地域の訪問看護ステー

ションへ業務委託し、ステーションから看護

師を派遣することでバックアップする体制を

確保します。配置予算の拡充ということでは、

文部科学省の予算により、特別支援学校だけ

でなく、小中学校への看護師配置に対する補

助金が大幅に増額されています。遠隔支援の

活用では、タブレット等の ICT を活用し、学

校看護師が迷った際に主治医やベテラン看護

師からリモートでアドバイスを受けられる体

制が整備されます。また、特定行為実施看護

師不足を補うため、教員が所定の研修を受け、

たん吸引等の特定行為を担う体制の拡大がさ

れます。 

 次に、看護師確保に向けた取り組みとして、

人材センターの設置と正規職員化が今後必要
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になってくると思います。特に正規職員化で

は、看護師を教育行政職として正職員で採用

し、複数の学校を巡回指導させることでキャ

リアと待遇の保障につながるのではないかと

思います。 

 人材センターの取り組み等も載せておりま

すが、時間が迫っておりますので、お時間が

ある時にご覧いただき、ご意見等を頂戴でき

ればと思います。 

 

 以上が話題提供となります。ここまでの内

容を踏まえて、皆様からご意見を伺いたいと

思います。医療的ケアのお子さんやご家族に

フォーカスを当てて、皆様が日々接していて

感じるところ等の生の情報を共有していただ

ければと思います。 

 

【馬場委員】 

 足立区重症心身障害児（者）を守る会の馬

場です。 

 玄会長からお話いただいた内容は、知識と

して自分の中には入っていますが、私が一番

問題だと思っていることは１８歳の壁です。

小さいお子さんを抱えている保護者は、今が

すごく大事で一生懸命になっていて、悩みも

たくさんあると思います。子どもはどんどん

大きくなって、医療的な部分が増えていく可

能性もあります。実際に自分の子どもは、途

中で人工呼吸器や導尿が必要になりました。

親として、困っている保護者の方々に何かア

ドバイスできることがあればしたいと思って

います。会の会員とは直接お話をして、困っ

ていることを共有して、一緒に考えることが

できるのですが、先ほどお話があったような

NICU から帰ってきた保護者のご意見を聞く

機会はなかなかありませんので、何かアドバ

イスができればと思っています。 

 また、看護師を育て上げる体制があっても、

人が来ないと進まないと思います。４～５年

後に三原台の方に新しい施設ができると聞い

ています。そこは生活介護と短期入所と看護

師等の人材育成をするところになるそうです。

開設されたら私も見学に行って、参考にした

いと思います。 

 

【寺山委員】 

 足立つくし幼稚園の寺山です。 

 幼稚園では看護師がいるところはほとんど

ありません。私どもの足立つくし幼稚園でも

インスリン投与のお子さんがいらっしゃった

時があります。その時は、血糖値は自分で測

って、私たちが記録をしました。インスリン

投与は保護者が来てやっていました。その時

はこの方法で連携してうまくやっていました

が、やはり付き添いを少なくし、かつ、イン

クルーシブ教育を実現していくために、近隣

で看護師のいる保育園との連携が必要だと思

いました。公私や幼保の壁を越えて連携する

ことで実現できることは多いとお話を聞いて

思いました。今後、幼稚園でのインクルーシ

ブを進めていくために、皆様のお話を伺いた

いと思います。 

 

【廣岡委員】 

 うめだ「子供の家」の廣岡です。 

 玄会長のお話にもありましたが、保育園で

医療的ケア児を受け入れる際に、感染症対策

が大きな課題になると思います。保育園は学

級閉鎖ができませんので、インフルエンザ等

かなりの数の感染者が出続けます。その中で

抵抗力の弱いお子さんを受け入れることは、

かなりのリスクがあると思いました。 

 また、居宅訪問型保育事業について質問で

す。地域型保育事業ということで、対象は０

～２歳でしょうか。裏面の利用開始までの流

れで、入所月決定通知ということは４月に限

らず必要な時に随時可能ということですね。

令和８年４月に向けて、２月末までに申請し

ている方はいらっしゃいますか。 

 

【小田川委員】 

 対象は未就学児で、令和８年４月に向けて
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申請している方は１名いらっしゃいます。 

 

【藤巻委員】 

 区立綾瀬小学校の藤巻です。 

 学校現場でも、医療的ケアに限らず障がい

児が増えていると感じています。その中で小

野委員からお話のあった目標設定ということ

がとても印象的でした。本人なりの成長過程

で目標として設定することは大事だと思いま

す。それに向けて何ができるのか、保護者と

どのように話し合って決めていくのかという

ことが、これからとても大事になってくると

思います。各家庭での考え方がさまざまにな

ってきていて、その点で学校現場としても考

えることがあり、学校の思いと保護者の思い

ですれ違うことも多く、その難しさを日々感

じています。小学校も訪問看護ステーション

で全校にやってもらえるということで、とて

もやりやすくなってきたと思います。一方で

課題も挙がっており、家庭状況等、一概に子

どもたちだけを見て決められないというとこ

ろが難しいと感じています。 

 

【齋藤委員】 

 区立千寿桜堤中学校の齋藤です。 

 藤巻委員のお話を聞いて、不登校も家庭的

な背景やそれぞれの支援ニーズが多様で、学

校現場でもアセスメントしてどのような支援

が適切なのかを判断して、体制づくりをして

いくことが必要です。医療的ケアも不登校も

関わる関係機関が違ったとしても、共通する

課題だと感じました。 

 先ほど、区の取り組み状況をご説明いただ

きました。重症心身障がい児（者）等在宅レ

スパイト事業拡大の背景として、人工呼吸器

のお子さんが今の制度では時間的な縛りもあ

って保護者の支援なしではできない状況があ

りました。その課題を改正で拡充していただ

きました。０歳児が新規申請の５５％を占め

ているということも考えると、その時は感じ

ていなくても１８歳を迎えた時の思いを伝え

たいという生の声も聞くことができました。

保護者同士のつながりや関係機関の支援をつ

ながりに変えて、少しでも保護者の不安を安

心材料に変えていくことが大事だと思いまし

た。学校としては常に連携や支援を行う仕組

みづくりを意識していますが、これだけ多く

の方々がそれぞれの役割や視点でたくさんの

事業を実施していただいているということを、

私たち管理職が保護者や教職員に発信してい

く必要があると感じました。人的配置や支援

内容、それを当事者だけでなく関係機関で計

画的につなぎながら支援していく体制づくり

が大切です。発達段階に応じた支援の中に教

育という目標立てはしっかりしていかなけれ

ばいけないと思いました。 

 中学校の代表で来ていますが、本日、第六

中学校の校長の葛木も傍聴として同席させて

いただきました。是非私たちも何かできるこ

とをと思っていますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

【永島委員】 

 都立花畑学園の永島です。 

 ３６年前に東京都で医療的ケアの検討委員

会が始まってから、できることは増えていき

ました。平成２９年のすべての種別で医療的

ケアを受け入れられるようになってから加速

度的に広がっていると思います。特に就学前

の付き添いの短縮はかなり進んでいます。就

学相談で進路先が決まったら、今通われてい

る療育機関やご自宅に伺わせていただき、映

像を撮らせていただく等して、入学前に指示

書のやり取りができるようになり、スムーズ

な付き添いの短縮につながっていると思いま

す。個人差がありますので、一律に何日間と

いうことではありませんが、そこまでご負担

をかけずに行うことができています。 

 また、花畑学園では看護学校からの見学と、

看護師養成大学の単位としての実習を受け入

れています。看護師になられる皆さんには、

ドクターのいない現場での医療行為を知って
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いただく必要がありますので、大学と連携し

て年間を通して実施しています。 

 最後に、学校ですので医療的ケアをするこ

とが目的ではなく、子どもたちは学びに来て

います。医療的ケアはとても大切ですが、学

ぶために何が必要かという視点に立つことが

大切だと思います。高等部まで最大で１２年

間になりますが、人生も医療の発展とともに

長くなっていますので、あっという間に過ぎ

ていく時間です。大切な１２年間でしっかり

学びの保障ができるかということを、私たち

は大事にしていかなければいけないと考えて

います。 

 

【山本委員】 

 スマイル相談支援センターの山本です。 

 私は計画を立てているのですが、医療的ケ

アのことで関わるのは訪問看護ステーション

やヘルパーになります。ヘルパーさんには３

号研修を受けて、やっていただく形になりま

す。訪問看護ステーションを探すことも難し

いですが、医療的ケアを受けてくださるヘル

パーステーションを探すこともとても難しく、

毎日毎日電話をしている状況です。足立区に

はヘルパーステーションが本当にたくさんあ

りますが、医療的ケアをやってくださるヘル

パーステーションはほんの少しです。そこの

ヘルパーさん方にはとても頑張っていただい

ているのですが、使いたい時間帯が皆さん同

じようなところになるので、なかなか見つか

らないという現状になります。新しい事業所

ができたという情報を聞いたらすぐに連絡を

するのですが、皆さん情報を聞きつけるのが

早く、もういっぱいですと言われてしまうこ

とも多々あります。保護者の方とこのサービ

ス使っていきたいねと話すのですが、うまく

サービスを入れられず、保護者の負担を減ら

せないということにつながってしまいますの

で、何とかしたいと思っているところです。 

 

【高橋委員】 

 リールスメディカル足立花畑の高橋です。 

これまでのお話を聞いていて、これだけつ

ながりがあるのに知らない保護者が多すぎる

ということが率直な感想です。大阪に比べて

東京都内は人口も２．５倍くらい、大人がい

ればそれだけ障がいや難病のあるお子さんも

いる中で、施設の少なさと、情報を知ってい

る方と知らない方の生活が全然ちがうという

ことを感じています。今皆様が考えてくださ

っていることが計画どおりに進んだら、もう

少し保護者の方もお体や心の休まる時間が作

れるのかなと思いました。 

 当施設は今年４月に２店舗目の開設を考え

ています。株式会社ケア２１は、株式会社と

して事業をしっかり成り立たせて広げていく

ことで、地域に寄り添うことができて皆様の

お役に立てるのではないかと考えています。 

 

【小野委員】 

 フローレンス訪問看護たけのつかの小野で

す。 

 弊社が医療的ケア児を受け入れていると聞

いてお問合せいただくことがあります。基本

的にはお断りしたくないのですが、自分が頑

張らなければいけない体制になるので、継続

が難しくなってしまいます。私は高齢者も子

どもも診たいと思っていますが、うちのすべ

てのスタッフがそうではなく、医療的ケア児

を診ることは怖いと言います。怖さをなくす

必要はありませんが、社内では怖さを軽減で

きるように研修をやっています。しかし、こ

れからのお子さんだからという責任の重さは

看護師一人ひとりにあって、気持ちはあって

もそう簡単には受け入れられない現状があり

ます。これはうちだけではなく、他のステー

ションでも同じ課題があります。今いる看護

師にどのようにして医療的ケア児や難病の方

の支援をできるようにさせるかということが

課題です。社内で緊急時対応の研修をやって

います。アンビューで心肺蘇生をするのです

が、看護師でも普段なかなかやらないので、
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やはり怖いです。また、同行訪問してどのよ

うな生活をしているか目で見てもらい、何回

か訪問すると生活の様子や特徴がわかって慣

れてきます。時間はかかりますが、そのよう

な形でやっていきたいと思っています。 

 先日、地域とつながりたいと思い、こちら

の方とカニューレが抜けた時の対応方法など

の緊急対応の確認を行いました。このように

つながっていくことで、顔の見える関係がで

きると思います。初めてこの協議会に参加し

ましたが、とても熱い会だと思いました。学

校等と繋がりたいと思ってもなかなか言い出

せなかったりするので、是非いろいろな方と

繋がっていきたいと思いました。 

 

【河野委員】 

 都立北療育医療センター城北分園の河野で

す。 

 城北分園の児童発達支援では医療的ケアの

方も受け入れています。児童発達支援はご家

族との通園という形ですので、ご家族と一緒

に通える方しか通園できないという体制にな

っています。最近の状況としては、保護者も

働きたいという方が多いので、母子分離でお

子さんをお預かりできる児童発達支援が混ん

できていると思います。そのため、城北分園

と母子分離の児童発達支援を併用している方

も多いです。実際に医療的ケアのあるお子さ

んのご家族は２４時間ずっと大変な中で、親

子で通っていただくことに負担もあると思い

ます。しかし、一緒に通っていただくことで、

遊び方や触れ合い方を学んでいただく療育を

城北分園としては今のところ重視しています

ので、このような形を取らせていただいてい

ます。 

 また、保護者によって健康状態の良くない

方や、子どもを支える力がある方・ない方が

います。医療的ケアの有無にかかわらず障が

い児を育てているご家族の方で、送迎や付き

添いをしなければいけないということで、学

校に通えない方もいらっしゃるのかなと思い

ます。城北分園の外来を利用されている方か

ら、最近学校に通えていないという話を聞く

ことがあります。サービスが充実することで

そのようなことも減っていくのかと思いまし

た。 

 質問になります。玄会長のお話の中で「学

校・保育所等での付き添いなしの実現」とい

うことがありました。どのくらい実現してい

るのか、２０２１年の法施行前と比べてどう

か、具体的な数字があれば教えていただきた

いです。あまり具体的なところを知らず、テ

レビ等で他の部屋で家族が待機していると見

たことがあります。学校現場や区役所で把握

している数字等があれば教えてください。 

 

【谷内委員】 

 こども支援センターげんき支援管理課の谷

内です。 

 小学校、保育園にいる医療的ケア児で、区

が把握している方は約３０名です。そのうち、

支援管理課で看護師をつけているのが１４名

です。この１４名については、保育園の送迎

等を除いて、教室で保護者が待機するという

ことはなく、付き添いなしでできていると思

います。その他の方については、保護者がど

うしても自分でやりたいというような思いが

あるので、保護者が教室までいって医療的ケ

アをして見守るという形になっています。保

護者に了承していただき、私どもの方も看護

師配置ができるとなれば、付き添いなしでで

きる可能性があります。 

 

【鈴木委員】 

 足立区歯科医師会の鈴木です。 

 医療的ケア児の方が外来で受診されること

があります。先日もケアマネジャーから診て

いただけますかとご連絡があり、気管切開し

ている方をお受けしました。私はずっと現場

にいるわけではありませんが、先ほどお話が

あったように、看護師等をつけて保護者の方

が楽になりたいという方もいれば、自分自身
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で全部やりたいという方もいます。小児はど

うしても小児三角といって、本人とケアする

人の２者だけではありません。先ほどお話が

ありましたが、成人や老人であれば看護師も

やりやすいと思いますが、医療的ケア児にな

ると怖いというのはそういうこともあると思

います。教育現場のお話を聞いてなるほどと

思いましたし、うちに来る患者さんは小児も

多いので、保護者との相性と患者との相性と

いうところにいつも難儀しています。医療的

ケア児であるほど、保護者の思い入れは強い

のかなと本日のお話を聞いて感じました。安

全安心にということになるので、胃ろう等口

から摂取していない方はお楽しみで氷や飴だ

けということをやっています。たくさん触っ

てあげて口腔内の摂食につなげることが必要

です。花畑の検診にも行っていますが、摂食

指導もしていますし、口の発達も大切だと思

っています。看護師の負担がなるべく減るよ

うに介入したいと思っていますが、衛生士の

希望者が少ないということもありますので、

底上げをどのようにしていくかが課題です。 

 

【玄会長】 

 ありがとうございました。それぞれの現場

での生の情報をいただきました。 

 本日の議事が終了しましたので、進行を事

務局へお返しします。 

 

【長門委員】 

 ありがとうございました。 

 本日、委員の皆様からたくさんのご意見、

思いをお聞かせいただきました。特に、馬場

委員から困っている保護者がいたらアドバイ

スをしたいというお話がありました。保育園

や学校現場等で需要があるようでしたら、マ

ッチングしていくことは行政の役割だと思い

ますので、関係所管と調整しながら委員の皆

様の思いを伝えていきたいと思います。行政

側も少しずつではありますが、医療的ケア児

の受入れ体制の拡充に向けて取り組んでおり

ます。事業所の皆様のお力添えも必要になり

ますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 


